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Q：どのような人員が必要ですか？

A：事業の実施にあたっては、運営責任者、プログラム管理者、および保健
指導実施者を確保することが必要になります。

運営責任者は、事業全体の進行管理、事業全体の分析・評価、厚生労働省
への報告等を行う事業運営面での責任者であり、プログラム管理者からプロ
グラムに関する報告・連絡・相談を受ける立場にあります。

プログラム管理者は、プログラムの実施場所で、プログラムの評価を行い、
必要に応じて適切にプログラム内容を修正し、実施内容に関するトラブル等
に対応することが可能な十分な経験を有する保健指導実施者（医師、保健師、
管理栄養士）の統括者です。

また、保健指導の実施にあたっては、保健師、管理栄養士、健康運動指導
士等を確保することが必要になり、当該プログラムへの参加をもって特定保
健指導として実施する場合には、現行の制度上、必要な体制を整える必要が
あります。

なお、宿泊型新保健指導プログラムは、複数の職種の保健指導実施者で提
供する必要があります。


